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熊本県個人情報保護審査会答申の概要 
（平成２９年８月１５日付け答申第１８号） 

 
 
１ 事案の概要   
Ｈ２8．6．8 審査請求人 熊本県個人情報保護条例（以下「条例」という。）に基づき、実施

機関（熊本県知事）に対し、「請求人の妻（〇〇〇〇）の水俣病検

診記録と生活歴記録、審査に係る資料」という内容の自己情報を開

示請求（以下「本件開示請求」という。）。 

Ｈ２8．6．22 実施機関 本件対象情報として「〇〇〇〇の水俣病検診記録と生活歴記録、審

査に係る資料」に記録された情報を特定し、これらの情報に関して、

審査請求人は条例第１４条に定める請求権者に該当しないとして

不開示決定。 

Ｈ２8．9．21 審査請求人 本件不開示決定を不服として審査請求。 

Ｈ２9．２．３ 実施機関 熊本県個人情報保護審査会に諮問（諮問第２３号）。 

 

２ 当事者の主張の要旨  

（１）審査請求人 

   本件不開示決定を取り消し、不開示部分の全面開示を求める。 

・ 申請に添付した本人の○○○○○○○○○○○○が、どのように評価されたのか一切

わからないままである。認定審査会でどのような議論がされ、棄却に至ったか「外部」

に示し、公正・公平な検証がなされるべきである。そのことによってしか水俣病行政

への信頼回復の道はない。 

・ 本人は、「水俣病かどうかはっきりさせたい」という思いを抱いていた。本人の思い

を引き継ぐのは家族しかおらず、故〇〇〇〇の水俣病認定に係る審査が適正に行われ

たのか確認したい。 

・ 認定棄却後に、または認定申請中に特措法による救済を選択した者は数多くいるもの

と思われる。水俣病認定申請に係る情報を県のみが独占し、情報公開に応じないこと

は、水俣病事件の全貌を明らかにし、後世に残していくという行政本来の役割を放棄

し、水俣病事件の本質を隠し、矮小化する行為そのものであり、到底納得できない。 

（２）実施機関 

・ 本件に関しては、故〇〇〇〇本人が、生前に、公健法上の認定申請や訴訟を今後行わ

ないことを前提として、特措法に基づく一時金の支給を受けている。 

・ 審査請求人は、本件対象情報に関して、故〇〇〇〇から引き継いだ権利利益を有して

おらず、条例第１４条に規定する「開示請求をすることができる者」に該当しないと

判断し、不開示決定を行った。 

 

３ 審査会の判断  

実施機関の判断妥当（不開示決定は妥当） 

（１）死者に関する個人情報の取扱いについて 

死者に関する個人情報については、原則として、開示請求はできないが、例外的に、死

者に関する個人情報が開示請求者の自己の情報でもある場合には、開示請求を認めること

もできると考えられる。 

条例及び解釈運用基準においては、どのような場合に、死者に関する個人情報を自己の

情報として開示請求することができるのかについて具体的な基準は設けられていない。 

実施機関では、以下の類型①～④に該当する場合、死者に関する個人情報が開示請求者

の自己の情報でもあると認められるとして、請求を認めているとのことである。 

①死者である本人から開示請求者が相続した財産に関する情報 

②死者である本人から開示請求者が相続した不法行為による損害賠償請求権等 

に関する情報 
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③死者である本人の死に起因して、開示請求者が相続以外の原因により取得し 

た権利義務（慰謝料請求権等）に関する情報 

④死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報 

当審査会も、上記類型①～④のいずれかに該当するときは、死者に関する個人情報につ

いて、開示請求者が自己の情報として開示請求することを認めるのが相当と判断する。 

（２）本件処分の妥当性について 

本件対象情報は、審査請求人の妻である故〇〇〇〇に係る公健法上の検診記録等に記録

された情報であり、この情報が死者に関する個人情報であることは明らかである。そこで、

本件対象情報が上記類型①～④のいずれかに該当するかを検討したところ、いずれにも該

当しないと判断される。 

以上の理由で、実施機関の決定（不開示）は妥当と判断する。 

（３）付帯意見 

現行の条例及び解釈運用基準では、どのような場合に死者に関する個人情報を自己の情

報として開示請求することができるのかについての基準が明記されていない。当審査会と

しては、そうした基準が明文化されることを望む。 
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 諮問実施機関：熊本県知事 

諮問日 ：平成２９年２月３日（諮問第２３号） 

答申日 ：平成２９年８月１５日（答申第１８号） 

事案名 ：水俣病検診記録と生活歴記録、審査に係る資料の不開示決定に関する件 

   

答      申 

 

第１ 審査会の結論 

熊本県知事（以下「実施機関」という。）が、「○○○○の水俣病検診記録と生活歴

記録、審査に係る資料」に記録された情報について、平成２８年６月２２日に行った

不開示決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問に至る経緯 

１ 平成２８年６月８日、審査請求人は、熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県

条例第６６号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき、「請求人の妻

（○○○○）の水俣病検診記録と生活歴記録、審査に係る資料」という内容の自己情

報の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

   

 ２ 平成２８年６月２２日、実施機関は、「○○○○の水俣病検診記録と生活歴記録、

審査に係る資料」に記録された情報を、本件開示請求に対する対象情報（以下「本件

対象情報」）として特定し、これらの情報に関して、審査請求人は条例第１４条に定

める請求権者に該当しないとして不開示決定を行った。 

 

 ３ 平成２８年９月２１日、審査請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。）

第２条の規定に基づき、熊本県知事（以下「諮問実施機関」という。）に対して本件

不開示決定を不服とする審査請求を行った。 

 

 ４ 平成２９年２月３日、諮問実施機関は、この審査請求に対する裁決を行うに当たり、

条例第２６条第１項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

   本件不開示決定を取り消し、開示を求める。 
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２ 審査請求の理由 

審査請求書及び口頭意見陳述等によると、審査請求人の審査請求の理由は、おおむ

ね次のとおりである。 

（１）２０１○年○月○○日付、（審査請求人の妻である故○○○○の水俣病認定申請

に係る）認定棄却の理由書によれば、「症候について、神経学的に四肢末梢に触痛

覚の低下が見られ」たと一定の症状を認めている。続けて「総合的にみて、あなた

は魚介類に蓄積された有機水銀を摂取したことによって生じた公健法で定める水

俣病であるとは認められませんでした」とされている。しかし、その症状こそが水

俣病の症状そのものではないのか。また申請に添付した本人（故○○○○）の○○

○○○○○○○○○○は、水銀暴露の何よりの証拠であると考えるが、それはどの

ように評価されたのか一切わからないままである。認定審査会でどのような議論が

され、棄却に至ったか「外部」に示し、公正・公平な検証がなされるべきである。

そのことによってしか水俣病行政への信頼回復の道はない。 

（２） 実施機関に問い合わせたところ、「奥さんの情報であり、自己情報ではない。棄

却に異議申し立てをせず、特措法により一時金も受け取っている。（審査請求人は）

権利・利益を継承していない」旨の説明を受けた。「権利・利益を継承していない

ので、開示できない」とした根拠を問い合わせたところ、関係文書を示しながらも

「熊本県でそのような規定があるわけではなく、他県の状況を調査しながら対応し

ている」との説明を受けた。 上記のように説明されても、何も情報がないため、

納得できない。 

（３）故○○○○本人は、「水俣病かどうかはっきりさせたい」という思いを抱いてい

た。本人の思いを引き継ぐのは家族しかおらず、審査請求人は、故○○○○の水俣

病認定に係る審査が適正に行われたのか確認したいと考えている。審査請求人は、

故○○○○に対する水俣病認定手続と、いわゆる水俣病特別措置法の一時金等対象

者としての決定が適正になされたかを確認する故○○○○の権利を相続している。

配偶者であるにもかかわらず、開示請求が認められないということは納得できない。 

（４）認定棄却後に、または認定申請中に特措法による救済を選択した者は数多くいる

ものと思われる。水俣病認定申請に係る情報を県のみが独占し、情報公開に応じな

いことは、水俣病事件の全貌を明らかにし、後世に残していくという行政本来の役

割を放棄し、水俣病事件の本質を隠し、矮小化する行為そのものであり、到底納得

できない。 

（５）以上の理由から、不開示決定を取り消し、開示を求める。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明の内容は、おおむね次のとおりである。 

 １ 本件対象情報について 
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（１）本件対象情報については、開示請求を受け付ける際に審査請求人に確認したとこ

ろ、「亡くなった妻が行っていた公健法（「公害健康被害の補償等に関する法律」）

上の認定申請の内容について知りたい」とのことであったため、審査請求人の妻で

あった故○○○○の公健法に係る水俣病検診記録と生活歴記録、審査に係る資料

（以下「検診記録等」という。）に記録された情報を特定した。 

 （２）検診記録等には、具体的には以下の個人情報が記載されている。 

①水俣病検診記録には、神経内科、眼科、耳鼻科の検診結果等 

②疫学調査（聞き取り調査）には、家族歴、職業歴、居住地歴等 

③審査会資料には、申請者氏名、生年月日、現住所、居住歴・職歴等、家族歴、魚

介類の入手方法、病歴、既往症、検診結果等 

④申請書及びその添付書類には、住所や診断結果等 

 

２ 条例第１４条に基づく不開示決定について 

（１）死者に関する個人情報については、条例解釈運用基準（以下「解釈運用基準」と

いう。）に「死者に関する情報を自己の情報として開示請求する必要がある場合も

想定される」と規定されており、開示請求者が当該情報に係る死者から引き継いだ

権利利益を持ち合わせている場合には、開示請求を認めている。 

実際に、元認定申請者の遺族（相続人）から、故人の認定申請に係る検診記録の

開示請求が行われ、同遺族が特措法（「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決

に関する特別措置法」）の申請に関して、故人から引き継いだ権利利益を有してい

たことから、故人の検診記録の一部を開示した事例がある。 

（２）本件に関しては、故○○○○本人が、生前に、公健法上の認定申請や訴訟を今後

行わないことを前提として、特措法に基づく一時金の支給を受けている。また、公

健法では、本人が亡くなっている場合、認定申請がそもそもできない。 

   したがって、審査請求人は、本件対象情報に関して、故○○○○から引き継いだ

権利利益を有しておらず、条例第１４条に規定する「開示請求をすることができる

者」に該当しないと判断し、本件対象情報を開示できないこと及びその理由を審査

請求人に説明し、不開示決定を行った。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、審査請求人の主張内容及び実施機関の説明内容に基づき、本件不開示

決定の妥当性について調査、審議した結果、以下のように判断する。 

 

１ 条例における死者に関する個人情報の取扱い 

（１）当審査会の条例の解釈 

条例第１４条第１項では、何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている
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自己に関する個人情報の開示請求ができることが定められており、同条第２項で、

本人に代わって開示請求できる者が未成年又は成年被後見人の法定代理人に限ら

れている。したがって、たとえ家族等（法定代理人を除く。）から開示請求があっ

ても、開示請求そのものが認められない。 

また、解釈運用基準によれば、条例は「死者に関する個人情報の不適正な取扱い

が死者の名誉を傷つけ、あるいは、遺族等生存する個人の権利利益を侵害するおそ

れもあること」から死者に関する個人情報も保護の対象としている。これは個人情

報保護の理念及び近年の流れとも矛盾しない。 

したがって、死者に関する個人情報については、原則として、開示請求はできな

いこととなる。 

しかし、解釈運用基準に「死者に関する情報を自己の情報として開示請求する必

要がある場合も想定される」とあるように、例外的に、死者に関する個人情報が開

示請求者の自己の情報でもある場合には、開示請求を認めることもできると考えら

れる。 

    

（２）実施機関における取扱い 

   条例及び解釈運用基準においては、どのような場合に、死者に関する個人情報を

自己の情報として開示請求することができるのかについて具体的な基準は設けら

れていない。 

実施機関では、そのような状況の中で、他の都道府県の規定及び運用を参考に、

開示請求の対象となった死者に関する個人情報が、以下の類型①～④に該当する場

合、開示請求者の自己の情報でもあると認められるとして、請求を認めているとの

ことである。 

①死者である本人から開示請求者が相続した財産に関する情報 

②死者である本人から開示請求者が相続した不法行為による損害賠償請求権等 

に関する情報 

③死者である本人の死に起因して、開示請求者が相続以外の原因により取得し 

た権利義務（慰謝料請求権等）に関する情報 

④死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報 

上記の取扱いについては、現在の条例の規定、他の地方公共団体の状況及び個人

情報保護の趣旨に鑑みて、特に不合理な点はなく、当審査会としても是認できるも

のであると考える。 

 

 （３）当審査会の判断基準 

    当審査会は、以上の（１）及び（２）により、以下のいずれかに該当するときは、

死者に関する個人情報について、開示請求者が自己の情報として開示請求すること
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を認めるのが相当と判断する。 

①死者である本人から開示請求者が相続した財産に関する情報 

②死者である本人から開示請求者が相続した不法行為による損害賠償請求権等 

に関する情報 

③死者である本人の死に起因して、開示請求者が相続以外の原因により取得し 

た権利義務（慰謝料請求権等）に関する情報 

④死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報 

 

 ２ 本件処分の妥当性について 

 （１）本件開示請求の対象となっている情報は、審査請求人の妻である故○○○○（死

者）に係る公健法上の検診記録等に記録された情報であり、この情報が死者に関す

る個人情報であることは明らかである。 

（２）そこで、本件開示請求の対象となっている審査請求人の妻である故○○○○（死

者）に関する個人情報が、前記１－（３）で示した①～④の判断基準のいずれに該

当するかを以下に検討する。 

   ア まず、当審査会は、本件対象情報について、審査請求人に対し、前記１－（３）

の①～③（④に該当しないことは明らかである。）のいずれに該当するかを明ら

かにするため、文書による照会を行った。その結果、審査請求人からは、「故○

○○○に対する水俣病認定手続と、いわゆる水俣病特別措置法の一時金等対象者

としての決定手続が適正になされたかを確認する故○○○○の権利を相続し」て

おり、本件の開示請求対象情報が前記１－（３）①に該当するとの回答がされた。 

しかし、本件対象情報が前記１－（３）①に該当するというためには、当該情

報が審査請求人が故○○○○本人から相続した具体的な財産に関する情報であ

る必要がある。そこで、実施機関に確認したところ、本件対象情報に財産に関す

る情報は含まれていないとのことであった。当審査会でも検診記録等のうち「疫

学調査」及び「審査会資料」の様式を実際に確認したが、財産に関する情報が記

載される欄はなく、その他の文書についても、財産に関する情報の記載はないと

いう実施機関の説明に特段不合理な点はないため、本件対象情報に財産に関する

情報は含まれていないと認められる。したがって、本件対象情報は、前記１－（３）

①には該当しない。 

イ 次に、実施機関の説明によると、故○○○○本人は亡くなる前に特措法による

一時金を受け取っており、特措法の救済措置を受けるに当たっては、公健法に基

づく認定申請や訴訟を取り下げ、再度の認定申請や損害賠償を求める訴訟提起を

行わないことが前提になっているとのことであった。そうすると、そもそも本人

が水俣病の認定に関し損害賠償等を請求する権利を有していないため、当該権利

が審査請求人に相続されることはないことになる。したがって、当審査会として
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は、当該説明について特段不合理な点はないことから、本件対象情報は、前記１

－（３）②には該当しないものと判断する。 

   ウ なお、審査請求人からは、前記１－（３）③に該当するとの主張はないので判

断するに及ばない。 

（３）結論 

 以上検討したところによれば、実施機関が本件対象情報について不開示とした決

定は妥当である。 

 

３ 原処分の不開示理由について 

ところで、本件の不開示決定通知書には、不開示理由として「請求者は条例第１４

条に定める請求権者に該当せず、開示請求そのものが認められないため。」と記載さ

れている。しかし、正確には、「開示請求されている情報は、死者に関する個人情報

であり、この情報は、開示請求者の自己の情報と認められる情報には該当しない。し

たがって、開示請求者は条例第１４条に定める請求権者に該当しない。」という内容

の理由を記載するべきであった。ただし、実施機関が上記の不開示理由を審査請求人

に説明していることは、審査請求書からもうかがうことができ、当該不開示理由記載

の不足は、当審査会の結論に影響しない。 

 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は、故○○○○の水俣病認定申請に関する手続の適正を確認する権利を

相続した旨を主張しているが、そのような権利には実定法上の根拠がない。したがっ

て、その権利を相続したという主張も根拠がない。 

審査請求人のその他の主張は、いずれも審査会の判断に影響しない。 

 

５ 結論 

以上の理由で、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

６ 付帯意見 

  現行の条例及び解釈運用基準では、どのような場合に死者に関する個人情報を自己

の情報として開示請求することができるのかについての基準が明記されていない。当

審査会としては、そうした基準が明文化されることを望む。 

    

 

熊本県個人情報保護審査会 

  会   長  衛藤 二男 

                                     会長職務代理者    澤田 道夫 
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                   委   員  詫間 幸江 

                   委     員  谷口 美樹 

                                      委    員    德永 達哉 

  

審査の経過 

 

年 月 日 審 査 の 経 過 

 

 平成２９年 ２月 ３日 

 

 平成２９年 ６月 ７日 

 

 平成２９年 ７月２５日 

 

 平成２９年 ８月 ９日 

 

 

 

 ・諮問（第２３号） 

 

 ・審議 

 

 ・実施機関からの説明聴取、審議 

 

 ・審査請求人の口頭意見陳述、審議 

 

  

 


